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第５３号 （平成３０年１１月１日） 

障害年金センター 

第 ６ 回 ! 

 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務で

の注意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。 

 毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

  

さて、今回のテーマは、                             です！ 障害基礎年金 受付点検の留意点 

         肌寒く感じられる季節となりました。

秋は寒暖差によって体調を崩しやすい季節です。うがい

や手洗い、インフルエンザの予防接種などを忘れずに、

日頃から体調管理には十分お気を付けください。 

 さて、障害年金講座では、受診状況等証明書、受診状

況等証明書が添付できない申出書の記入項目の点検につ

いて取り上げています。窓口業務に是非ご活用ください。 

 また、１１月は「ねんきん月間」です。国民の皆様方

に公的年金制度をより身近に感じていただくため、年金

事務所において、出張年金相談会や年金セミナー等を開

催します。引き続き、皆様方のご理解とご協力をよろし

くお願いいたします。 

https://www.nenkin.go.jp/ 

アカウント名（ @Nenkin_Kikou ） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij3rm3j93VAhWEgLwKHfh_C5UQjRwIBw&url=http://taxxreturn.com/category/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89/&psig=AFQjCNGfiPYcOUVektH6ehEiejsvb-AbIA&ust=1503019764330796
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障害基礎年金 受付点検の留意点 
 

 受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない申立書の記入項目の点検について、特に注意してい
ただきたいポイントは以下のとおりです。 
 
◎「受診状況等証明書」 
 初診の医療機関で記入していただくものです。 

【記入全般について】 
記載内容が訂正されている場合は、訂正箇所
に医師の訂正印が必要です。 

 
医療機関による証明書のため、医療機関以外
では直接メモ書きなどしないようお願いします。

（鉛筆書きも不可） 

複数の傷病名が記載されている場合は、
それぞれの傷病に番号を付記するなどし
て、③発病年月日、⑥初診年月日もそ

れぞれわかるように記載されているか。 

１～４のいずれかに○が付されているか。
複数に○が付されている場合は、上記
②～⑨のどの部分が、どの根拠に基づく

ものかが記載されているか。 

②欄に関連する傷病で他の医療機関を受診していないか。
前医受診の記載がある場合は、１か２のいずれかに○があ
るか。 

 
【前医のある場合】 
他の医療機関を受診している場合や前医からの紹介状があ

る場合は、前医の受診状況等証明書及び病歴・就労状況
等申立書を整備してください。 
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「有」の場合は、紹介状のコピーが添付されているか。 
 

【「有」と記載されていて添付されていない場合】 

請求者を通じて、添付を求めてください。 
 
【「有」と記載されているが添付ができない場合】 

その旨を医療機関に書いてもらうか、担当者が聞き取った場
合は添付できない理由を任意の紙に書いて提出してください。 
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◎「受診状況等証明書が添付できない申立書」 
 初診の証明が取れない場合に、請求者（代筆者）が記入するものです。 
 記入漏れのないよう確認をお願いします。 

傷病名、医療機関名、医療機関の所在地は、
請求者がわかる範囲で記入しているか。 

病歴・就労状況等申立書に記入されている日
付と一致しているか。 

＜添付できない理由＞のその他にチェック(✓)を
している場合は、その理由を記入しているか。 

＜確認方法＞のその他にチェック(✓)がされてい
る場合は確認方法を記入しているか。 

い
ず
れ
か
の
□
に
チ
ェ
ッ
ク
（
✓
）
が
さ
れ
て
い
る
か
。 

請求者が持っている参考資料の□にチェック(✓)
がされているか。 

添付できる参考資料がない場合は、「添付でき
る参考資料は何もない」の□にチェック(✓)され
ているか。 
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○○ ○○ 

Ⅱ型糖尿病 

不明 

不明 

健康診断で尿糖を指摘され、当院を受診。平成8年12月2日の検査で糖尿病と診断。 

8  12   2 

25  11   25 

食事療法、運動療法、経口血糖降下薬の内服、インスリン注射を行っていたが、 

腎症が進行し末期腎不全に至り、転医となった。 

30  10   21 

◆◆病院                内科 

△△市▼▼１－１－２         ◆◆ ◆◆ 
◆
◆ 

記載見本 
※実際の記載は、カルテに基づき作成いただくものです。 
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記載例 

糖尿病 

○○内科クリニック 

△△市□□３丁目１２ 

21  4  10 21  9  30 

30   10    10 

✓ 

✓ 

✓ 

00  00  00 

△△市●●町 

○○ ○○ 
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 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 平成３０年度（平成３０年１０月から平成３１年３月）に、日本年金機構において実

施を予定している取組事業や各種発送物の送付時期につきまして、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

 ※ 変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

（ ●…毎年定例の実施分  ●…今回限りの単発実施分  ●…新規の実施分 ） 

機構からの連絡 

平成３０年度における各種取組事業のスケジュールについて 
                         （事業推進統括部 市区町村連携グループ） 

  平成３０年１０月 

● 市区町村における障害年金制度の周知状況等に関するアンケート調査の実施 

● 国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の送付 

 

● 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付 

→ 詳細は、本誌１９頁～２８頁をご確認ください。 

● 国民年金保険料特定付加保険料制度のお知らせの送付 

→ 詳細は、「かけはし第５２号」の１８頁～２５頁をご確認ください。 

● ねんきん月間・年金の日（１１月３０日） 

→ 詳細は、「かけはし第５２号」の２６頁をご確認ください。 

  平成３０年１１月 

  平成３０年１２月 

● 年末収納対策用納付書の送付 
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  平成３１年１月 

● 継続免除の納付猶予承認者へ、平成３１年度以降の全額免除審査の希望を確認  

  するための意思確認書を発送 

→ 詳細は、次号の「かけはし」にてお知らせします。 

● 口座振替利用促進の勧奨の実施 

→ 詳細は、次号の「かけはし」にてお知らせします。 

● 平成３０年分公的年金等の源泉徴収票の送付（年次分） 

  平成３１年３月 

● 国民年金の特定付加保険料制度終了（３月末） 

● 年度末収納対策用納付書の送付 

  平成３１年２月 

● 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付 

→ 詳細は、本誌１９頁～２８頁をご確認ください。 

● 国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の送付 
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全国都市国民年金協議会からの要望に対する回答 
（事業推進統括部） 

 本年９月、全国都市国民年金協議会から厚生労働省年金局へ「国民年金制度改善につ
いての要望書」が提出されました。これに対し、平成３０年１０月４日に、厚生労働省
年金局から回答が示されましたので、下記のとおり情報提供いたします。 

Ⅰ 国民年金事務の一元化について 

 
 
（１）国民年金事務の日本年金機構への一元化 
 
 現在の国民年金事務は、取り扱い内容により、市区町村と年金事務所とで窓口が分かれ
ているため、被保険者にとって極めて分かりづらい状況にあるうえに、市区町村を経由し、
日本年金機構で処理・審査される事務については、それぞれに処理時間を要するため非効
率であり、結果として住民サービスの低下を招いている。 
 また、「マイナンバー制度」の導入により、日本年金機構は、すでに住民基本台帳情報
について市区町村を経由することなく取得することが可能であり、平成３１年１月以降に
は課税台帳等の公簿情報の取得も予定されている。 
 さらに、戸籍情報についても、コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付
サービスの拡充が図られているうえに、インターネットの普及により、窓口に来なくても
申請書様式を自宅等で取得できるほか、近い将来には、マイナポータルでの電子申請も予
定されるなど、市区町村に年金窓口を設ける必然性がより一層希薄になっている。 
 このような状況に鑑み、国民年金事務については、日本年金機構へ一元化を図ることを
要望する。 
 併せて、一元化を図るにあたっては、住民サービスや利便性確保の観点から、希望によ
り日本年金機構の出先窓口を市区町村庁内に設置できるようにすることも、併せて検討す
ること。 
 
 なお、国民年金事務の一元化や出先窓口の市区町村設置等が実現されるまでの間、段階
的措置として、次の事項について早急な対応を要望する。 

要望 

 
 国民年金第１号被保険者に係る資格関係の届出、免除等の申請及び年金の裁定請求に係
る事務を法定受託事務として市区町村にお願いしていることは、住民基本台帳や市町村民
税課税台帳などの公簿を備えている市区町村が住民にとって身近な窓口であることや、市
区町村窓口で行う他の手続きと同時に行うことが可能な手続きもあり、住民サービスの観
点からも大きな意義があるものと考えておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 
 個人番号による情報連携の進捗状況を踏まえつつ、国民年金業務の在り方について、今
後も継続して検討する必要があると考えておりますが、国民年金業務を円滑に進めるため
に、市区町村と国（厚生労働省年金局及び地方厚生（支）局）及び日本年金機構とが密接
な連携を保ち、取り組んでまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。 

（厚生労働省） 

回答 
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（２）障害年金事務の窓口一元化 
 
 障害年金事務については、障害内容及び年金制度に関する総合的かつ専門的な知識を必
要とするため、比較的短期間で人事異動があり、しかも少人数で担当せざるを得ない市区
町村職員では対応の質の維持や継承が困難なため、請求者の相談ニーズに十分応えること
ができていない状況があり、窓口対応に長時間を要するだけでなく、書類不備による返戻
等も多く、請求者の負担を増やすこととなっている。 
 そのため、窓口一元化の第一歩として、年金記録を保有し、専門的な職員体制の構築が
可能な日本年金機構における障害年金事務の窓口一元化の早期実現を強く要望する。 
 併せて、次の段階的措置として、給付全般の窓口一元化についても検討を進めること。 

要望 

 
 障害基礎年金の裁定請求書の提出先については、年金受給者の方にとっての利便性の確
保から地域住民に最も身近な窓口である市町村に法定受託事務としてお願いしているとこ
ろです。 
 障害基礎年金の裁定請求事務については、窓口における相談及び請求書等の点検受理が
過度の負担とならないよう、市町村窓口において使用する「わかりやすい説明を行うため
のツール」並びに国民年金障害基礎年金受付・点検事務手引を作成しており、ご活用いた
だいているものと認識しております。 
 今後とも、このような形で、国民年金業務を円滑に進めるために、市区町村と国（厚生
労働省年金局及び地方厚生（支）局）及び日本年金機構とが密接な連携を保ち、引き続き
取り組んでまいります。 

（厚生労働省） 

回答 

 
 
（３）障害年金請求書不備の場合の本人への直接返戻 
 
 障害年金センターが設置されて以降、市区町村からの照会にスムーズに対応してもらえ
る反面、市区町村における形式審査に不備がない場合でも、日本年金機構の事務処理上の
都合（外字登録・請求後の住所異動による請求書の書き換えなど）による返戻、診断書の
内容に関する説明を含めた返戻など、形式審査の範囲を超えた対応を市区町村に課す事例
が増え、対応に苦慮している。 
 そのため、市での受付時に不備がない場合は、障害年金センターから本人へ直接返戻す
るよう変更すること。 

要望 
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（４）障害状況確認届の直送化 
 
 障害状況確認届については、市区町村においても郵送を中心としたやり取りであること
から身近な市区町村窓口で受付する必要がないうえに、更新の可否や次回の診断書提出時
期等についての問い合わせも多く、住民にとっても照会先が不明瞭となっており、混乱を
きたしている。 
 迅速な審査につなげるためにも、返信用封筒を同封するなど、市区町村を経由せず、受
給権者が障害年金センターに直送できるようにすること。 

要望 

 
 障害基礎年金の請求の受付に関する事務につきましては、年金受給者の方にとっての利
便性の確保から地域住民に最も身近な窓口である市町村に法定受託事務として、点検審査、
受理をお願いしているところです。 
 ご指摘を頂きました、市区町村において形式審査に不備が無い場合についても、診断書
等の医学的審査の結果等により、当初想定していた必要な書類等に変更が生じる場合等が
ありますことをご理解願います。 
 また、返戻時にも文書ではなく対面での相談を希望される方も相当数いらっしゃると考
えられます。障害者の立場に立ち、できるだけきめ細やかな対応を行うためにも、市区町
村での返戻対応をお願いしているところであり、今後ともご理解とご協力をお願いします。 

（厚生労働省） 

回答 

 
 ご指摘の点については、障害者の立場に立ち、できるだけ受給者の負担を減らしてき
め細やかな対応を行うとともに、市町村の事務負担にも配慮し、日本年金機構へ直送
することができるよう、準備を進めてまいりたいと考えております。 

（厚生労働省） 

回答 

 
 
（５）研修及び情報提供の充実 
 
 一元化までの間、住民サービスの向上を図るため、市区町村職員の知識確保の機会とし
て、厚生労働省及び日本年金機構主催の研修は必須である。 
 前回、第５５回要望書にて「研修・情報提供の充実」を求めた要望に対し、「研修体制
の充実及び新規事務が発生した場合などの事前説明会については、日本年金機構と連携を
とりながら実施していく」との回答をいただいたが、未だ積極的に実施されておらず、回
答と実際の対応が異なる事象が散見される。 
 そのため、研修・事前説明会などの実施については、厚生労働省及び日本年金機構が責
任を持って実施するよう、再度強く要望する。 

要望 
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 ご要望の「新規事務が発生した場合などの事前説明会」につきましては、年金生活者支
援給付金等の新規事務の事前説明会について、市町村における事務に支障がないよう、準
備期間も考慮し、市町村において事務に適切な時期に実施することを検討しております。 
 また、「研修体制の充実」につきましては、日本年金機構において、平成２９年度研修
実施状況を踏まえ、研修の実施について改善を図っていくこととしており、併せて研修講
師の育成や研修資料の作成に取り組んでおります。 
 今後も、厚生労働省及び日本年金機構で連携を図りつつ、研修・事前説明会の実施・充
実に努めてまいります。 

（厚生労働省） 

回答 

Ⅱ 国民年金事務費交付金について 

 地方財政法第１０条の４で規定されている国民年金等事務取扱交付金については、平
成２５年度の実態調査により改善された部分もあるが、その後、一部の基準額が減額さ
れるなど、多くの市区町村で慢性的な超過負担となっている。 
 さらに、交付金算定基礎のひとつである第１号被保険者数の減少等により、交付金が
縮減されており、マイナンバー制度本格稼働に伴い、より一層の減額が見込まれている
ところである。 
 しかし、その一方で、年金制度については、制度改正や事務変更等が頻繁に行われて
おり、それに伴い、窓口来庁者や問い合わせの増加、システム改修対応など、市区町村
担当者の負担は増大している。 

 
 
（１）国民年金事務に要した経費の全額支給 
 
 本来、法定受託事務である国民年金事務費は、超過負担が発生しないことが前提で
あるが、超過負担の発生により国民年金事務従事者の削減や協力連携事務の縮小を余
儀なくされ、市区町村における円滑な事務の執行に支障をきたしている現状から、国
民年金事務に要した経費全額を支給するよう強く要望する。 
 併せて、超過負担が解消されないのであれば、法定受託事務内容の縮減もしくは簡
素化を図るよう検討すること。 

要望 

 
 国民年金等事務費交付金については、これまでも市町村の超過負担がなくなるよう
ご要望いただいているところであり、平成２５年度に実施した国民年金等事務費交付
金実態調査を検証した結果として、標準的な市町村における被保険者一人当たりに必
要とする事務費単価を定めたところです。 
 この単価については、毎年人事院勧告に基づき改定しているところですが、今回の
ご要望を踏まえ、必要な予算の確保ができるよう、今後検討してまいります。 

（厚生労働省） 

回答 
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 国民年金等事務費交付金における係数については、見直しが必要か否かを含め、今
後検討してまいります。 
 なお、人件費と物件費の区分については、予算の適正な執行の観点から、現行の仕
組みにより算定いただき執行することが必要であることをご理解いただきますようお
願いします。 

（厚生労働省） 

回答 

 
 
（２）算定基礎及び算定項目の見直し 
 
 算定基礎項目である第１号被保険者数は、少子高齢化の進展及び厚生年金適用拡大
により、対象者数が減少している反面、雇用形態の変化に伴い資格異動手続きを短期
間で繰り返すことなどにより、窓口対応件数は増加している。 
 さらに、職員定数の削減及び事務効率化の観点から、窓口業務の委託や正規職員以
外を採用する市区町村も増加傾向にあるが、平成１８年度以降の人件費と物件費に区
分して上限を設けて算定する現行の方法では、これまで人件費として算定されていた
経費は物件費に算定されることから、市区町村の創意工夫が交付金を減額させるとい
う状況を生じている。 
 そのため、交付金については、実情に即さない経費の枠組みや係数などを見直し、
市区町村の事務処理実態を反映する仕組みへの変更を強く要望する。 

要望 

 
 
（３）事務費交付金等の事務軽減 
 
 交付金申請や決算にかかる事務は複雑かつ膨大であり、短い期間での報告となるこ
とから、市区町村の負担が非常に大きいため、簡略化を図ること。また、交付金変更
にかかる通知については各市区町村の予算編成時期を考慮すること。 

要望 

 
 交付金申請や決算に係る事務の簡略化については、できるだけ市町村の負担を軽減
するようご意見を伺いながら、検討してまいりたいと思っております。なお、市町村
からの報告については、交付額の適正な算定のために、職員一人一人の詳細な人件費
の報告や協力・連携費算出のための件数把握など最低限必要な情報を提供いただく必
要がありますので、引き続きご理解、ご協力をお願いします。 
 また、通知等の発出時期につきましては、出来るだけ早期に発出するよう努めてま
いります。 

（厚生労働省） 

回答 
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 「マイナンバー制度」の導入等により軽減が見込まれる市区町村事務については、
実際の業務量の変動を見極めつつ、必要な予算の確保に努めてまいります。 

（厚生労働省） 

回答 

 
 
（４）「マイナンバー制度」による影響の軽減 
 
 「マイナンバー制度」の導入に伴い、国と地方の情報連携が始まることにより、市
区町村における国民年金事務が一気に軽減される見込みではないことから、国民年金
等事務取扱交付金が急激に下がらないよう特段の配慮を行うこと。 

要望 

Ⅲ 国民年金制度に係る要望について 

 
 
（１）障害基礎年金の誕生月に提出する障害状態確認届（診断書）の要件緩和 
 
 障害基礎年金受給権者は、概ね１年から５年ごとに誕生月にあわせて障害状態確認
届が送付され、誕生月中に受診して月末までに提出するようになっているが、病院の
予約がいっぱいで誕生月に受診できない場合が見受けられるなど、受給権者及び病院
ともに障害状態確認届の提出に苦慮している現状がある。 
 障害基礎年金請求時に提出する診断書が認定日の３カ月以内としていることから、
障害状態確認届についても受診期間を延長するなど要件緩和を図ること。 
 併せて、２０歳前傷病による障害状態確認届についても、現状は６月末に送付して
７月末までの提出となっているが、送付及び受診期間を１カ月程度早めるよう検討す
ること。 

要望 

 
 ご要望については、受給権者の負担軽減等の観点から見直しを検討しており、具体
的には、障害状態確認届（診断書）の送付時期を提出期限の３か月前に前倒しするこ
との検討を行っているところです。 

（厚生労働省） 

回答 
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（２）２０歳前傷病による障害基礎年金請求時の初診証明の要件緩和 
 
 ２０歳前傷病を原因とした障害基礎年金請求時の初診を証明する書類については、
現行、知的障害を除き、その傷病で一番最初に行った病院の受診状況等証明書を必ず
添付させているが、初診と思って取得した受診状況証明書に他院からの紹介と記載さ
れていて取得しなおさなければならないケースがみられ、その都度、手間と証明書代
が追加でかかり、申請が遅くなる現状がある。 
 障害基礎年金は、初診から１年６月を経過した日を障害認定日とすることから、２
０歳前傷病については、１８歳６カ月までの受診状況等証明書であれば有効とみなす
よう、初診証明の要件緩和を図ること。 

要望 

 
 ご要望については、適切な給付の決定を行いつつ、受給者や市町村の負担にも配慮
してどのような対応が可能か検討をしてまいりたいと考えております。 

（厚生労働省） 

回答 

 
 
（３）障害基礎年金の子（施設入所者）の加算に係る生計維持関係の適正化 
 
 障害基礎年金の請求時や受給権者所得状況届・生計維持確認届提出の際、加給年金
対象の子がいる場合、受給権者が子を自ら育てることができず、施設に預けるケース
も見られ、生計維持に関して相談がある。 
 子が施設に入所していても生計維持関係にあるのかどうか基準が曖昧であり、他法
との整合性がとれていないように思われる（児童福祉施設等に入所している子にかか
る児童手当は、施設等の設置者に支給することになっている）。 
 障害基礎年金受給権者本人が自ら子育てできず、かつ、施設入所の費用負担がない
のであれば「生計維持関係なし」として取り扱うなど、適正化を図ること。 

要望 

 
 子の加算などの生計維持関係の確認については、障害基礎年金受給権者本人が自ら
子育てできず、かつ、施設入所の費用負担がない場合、原則「生計維持関係なし」と
して取り扱っているところですが、生計同一関係に関する申立書などにより個別の事
情を確認したうえで総合的に判断しているところです。 
 引き続き、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

（厚生労働省） 

回答 
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（４）老齢基礎年金請求書内への支給開始年齢確認ページの設定 
 
 老齢基礎年金を請求する際、窓口にて繰上げ・繰下げ請求の意思確認を行い、別紙
に記入しているが、重要な項目であるにもかかわらず、請求書本体にページが設けら
れていないことから、確認漏れが生じる可能性が高い。 
 そのため、老齢基礎年金の請求書本体に、機構独自様式である繰上げ・繰下げ意思
の確認ページを設けられるよう法整備等を行うこと。 

要望 

 
 年金請求書の書式については、受給者にとってできるかぎり分かり易く簡潔にする
必要があります。 
 受給者の約８割が本来請求を行っており、繰上げ、繰下げを行う場合には、年金請
求書の他に繰上げ、繰下げの意思を示す申出書を提出いただいているところです。 

（厚生労働省） 

回答 

Ⅳ 日本年金機構への要望について 

 
 
（１）住民への電話サービスの向上及び応答スキルの向上 
 
 近年、年金事務所及びねんきんダイヤルへ電話がつながらないことや、自動音声案
内のガイダンスが長く複雑で分かりにくいうえに、特に、ねんきんダイヤルは誤った
案内をすることが多く、年金事務所での手続きを「市区町村の窓口で」と案内したり、
手続きに必要な書類の説明漏れも多いため、市区町村への苦情が絶えない状況にある。 
 そのため、日本年金機構は、年金事務所及びねんきんダイヤルにおいて正確な応答
ができるようスキルの抜本的改善を図るとともに、回線数を大幅に増加して応答率の
向上を図ること。併せて、高齢者も電話しやすいよう自動音声案内ガイダンスを見直
すよう強く要望する。 

要望 

November2018＜Vol.53＞    



16 

 
 「ねんきんダイヤル」、「ねんきん加入者ダイヤル」においては、誤案内等の事案
が発生した場合、直ちに原因を確認し、オペレーターへの周知・教育による再発防止
に努めております。市区町村への誤った誘導などありましたら、具体的な内容につい
て情報提供いただきますようお願いいたします。 
 なお、昨年度から年金事務所、ねんきんダイヤル等の電話が繋がりにくい状況が続
いていることにつきましては、大変ご迷惑をお掛けしております。予算、セキュリ
ティ等、様々な制約がある中で対応が限られてくる部分もございますが、通知書等の
レイアウト見直しなどの照会発生抑制策の他、コールセンターにおける業務生産性の
向上策、体制の見直しなど、応答率及びお客様サービスの品質向上に向けた施策につ
いて、対応可能なものから順次実施してまいりますので、ご理解とご協力のほどよろ
しくお願いいたします。 

（日本年金機構） 

 

回答 

 
 
（２）市区町村職員からの電話照会に迅速に対応できる体制整備 
 
 市区町村では、窓口対応の際、日本年金機構への電話照会が必須となっているにも
かかわらず、年金事務所もねんきん加入者ダイヤル（市区町村用）も照会電話が非常
につながりにくく、住民を窓口で長時間待たせることが常態化している。 
 特に、ねんきん加入者ダイヤルでは、照会可能項目が限定的であり、不足情報は年
金事務所へ再照会が必要となるうえに、不必要なガイダンス等により必要以上に時間
がかかったり、正確な情報が提供されないケースも多くみられ、非常に利用しづらい
状況である。 
 そのため、日本年金機構は、市区町村職員からの電話照会に迅速に対応できる体制
を整備するとともに、ねんきん加入者ダイヤルについては氏名検索・配偶者情報等回
答項目を追加し、スキルアップを図ること。 

要望 

 
 「ねんきん加入者ダイヤル（市区町村用）」における応答率は、平成２９年度で９
４.７％、平成３０年度も４月から６月までの間で８９.３％となっており、繋がり易
い状況となっているものと認識しておりますが、「ねんきん加入者ダイヤル」におい
ては、ご意見を踏まえた教育等を行い、オペレーターのスキルアップを図ってまいり
ますので、今後も積極的なご利用をお願いいたします。 
 なお、「ねんきん加入者ダイヤル」では、個人情報保護の観点から、外部委託業者
のオペレーターに対して氏名検索を許可しておりません。 
 国民の皆様の大切な個人情報を守るための措置となりますので、何卒ご理解いただ
きますようお願いいたします。 

（日本年金機構） 

回答 
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（３）市区町村との連携強化 
 
 市区町村連携グループは、市区町村と年金事務所の連携強化を図るため、市区町村
のニーズを的確に把握のうえ、「マイナンバー制度による情報連携の本格稼働」「年
金生活者支援給付金」などの大幅な事務変更が見込まれる場合は、市区町村で十分な
準備期間を設けられるよう、事務説明会の早期実施や早い段階での情報提供などを積
極的に行っていくことを強く要望する。 

要望 

 
 日本年金機構における「マイナンバー制度による情報連携」や「年金生活者支援給
付金」の施行などに伴う大幅な事務処理の変更については、市区町村窓口の業務に混
乱が生じないよう、厚生労働省年金局と連携をとりながら、できる限り早期に文書に
よる情報提供を行い、必要に応じて事務説明会の開催も実施するよう努めてまいりま
す。                            （日本年金機構） 

回答 

 
 
（４）日本年金機構内での組織内連携の強化 
 
 日本年金機構では、組織改革の一環として、広域事務センターへの事務統合など機
能を集約しているが、一方で事務権限が明確に分かれ、組織内での連携が取れていな
い状況が見受けられる。また、市区町村からの疑義に対する担当窓口が分かりにくい
うえに、返戻文書に担当者名がないため、速やかに回答を得られない実情などもある。 
 今後、全国で集約化を進めるにあたり、市区町村にも照会先を明確に示すとともに、
照会に対して速やかに対応できるよう、組織内連携の強化を図ること。 

要望 

 
 国民年金事務に関する市区町村からの一般的な照会対応については年金事務所で回
答させていただいています。 
 提出された届書等の個別の状況及び書類不備にかかる照会については、事務セン
ターで処理をしていることから事務センターにお問い合わせいただくこととしていま
す。 
 市区町村からの疑義に対する担当窓口が分かりにくいとのご指摘については、今後、
返戻文書に連絡先を必ず記入することとし、照会があった場合には事務センターの担
当部署で誰でも対応できるよう情報を共有し、市区町村からの照会に速やかに対応い
たします。                         （日本年金機構） 
 

 

回答 

November2018＜Vol.53＞    



18 

Ⅴ 制度改正に係る事務説明会の開催について 

 
 
 年金制度については、今後、平成３１年１月以降に予定されているマイナンバー利
用による日本年金機構から市区町村への情報連携開始や２０１９年１０月実施予定の
年金生活者支援給付金など、大幅な事務変更が見込まれている。 
 平成３１年１月以降のマイナンバーによる情報連携では、日本年金機構が課税情報
を取得することができるようになることから、主に免除事務にかかる大幅な事務変更
が見込まれており、また、年金生活者支援給付金についても、申請受付の一部につい
て市区町村の窓口で受付することが想定されている。 
 このように、大幅な事務変更が見込まれる制度改正の際は、人員配置も含めた準備
期間及び予算要求等が必要であるため、市区町村の予算計上時期に間に合うよう、早
期の情報提供を行うこと。 
 併せて、今回のような大きな法改正時には、市区町村からの開催要望の有無にかか
わらず、日本年金機構と連携のうえ、市区町村担当者職員対象の事務説明会を適時開
催し、厚生労働省及び日本年金機構が主体となって、早期に詳細な情報提供を行うこ
とを強く要望する。 
 なお、事務説明会の開催案内については、市区町村の予算計上が可能な時期までに
周知を図ること。 
 

要望 

 
 国民年金関係事務の変更等に伴う市区町村の国民年金担当者への情報提供について
は、厚生労働省から発出する通知や事務連絡のほか、月次でお送りしている「今後の
年金関連の事業について」、また、日本年金機構が発行する情報誌「かけはし」など
により随時行っているところですが、マイナンバーによる情報連携や年金生活者支援
給付金の施行については大幅な事務の変更が見込まれるため、これらに加えて、事務
説明会の開催を検討しており、市区町村における準備期間も考慮して適切な時期に情
報提供を行うよう努めてまいります。 

（厚生労働省） 

回答 

November2018＜Vol.53＞    

 本誌１０頁～１１頁の（５）の回答にもありますように、日本年金機構においては、

研修講師の育成や研修資料の作成に取り組んでいます。 

 研修会の開催につきましては、市区町村からのご要望に応じ、各年金事務所において、

今後もより実務的な研修会を実施してまいります。 

 研修会の開催のご要望がありましたら、管轄年金事務所までお気軽にご相談ください。 
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平成３０年の「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を送付しています 
（事業推進統括部） 

 「かけはし」第５２号でもお知らせしましたが、平成３０年１月１日から１０月１日

までの間に国民年金保険料を納付された方へ、平成３０年分の社会保険料（国民年金保

険料）控除証明書を送付しています（平成３０年１０月３１日に本部から発送。ただし、

９月下旬から１０月上旬にかけてコンビニエンスストアで保険料を納付された一部の方

は、１１月８日に発送となります）。 

 所得税及び住民税の申告において、当年中に納付した国民年金保険料全額が社会保険

料控除の対象となります。 

 社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けら

れていますので、大切に保管するようお客様へのご案内をお願いします。 

 なお、平成３０年１０月２日から平成３０年１２月３１日までの間に、平成３０年に

初めて国民年金保険料を納付された方には、平成３１年２月４日に社会保険料（国民年

金保険料）控除証明書が送付されます。 

 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書に関するお問い合わせは、ねんきん加入者

ダイヤル（下記をご参照ください）にてお受けしていますので、お客様からお問い合わ

せがあった際はご案内ください。 

 また、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の発行に関する概要・よくあるご質

問（Ｑ＆Ａ）等について、日本年金機構ホームページに掲載していますのでご利用くだ

さい。 

 平成３０年分の社会保険料（国民年金保険料）控除証明書のレイアウトについては、

本誌２０頁～２７頁を参照してください。 

 
・問い合わせ先の名称  ねんきん加入者ダイヤル 

 

・電話番号 ０５７０－００３－００４（ナビダイヤル） 

      ０５０から始まる電話でおかけになる場合は 

      （東京）０３－６６３０－２５２５ 

 

〈受付時間〉 

 ●月～金曜日   午前８：３０～午後７：００ 

 ●第２土曜日   午前９：００～午後５：００ 

 ●祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。 

 

＊ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内  

 通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）から  

 おかけになる場合は通常の通話料金がかかります。 

＊「０３－６６３０－２５２５」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金  

 がかかります。 

＊「０５７０」の最初の「０」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になって           

 いるケースが発生していますので、おかけ間違いにはご注意ください。 
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送付する控除証明書の様式（１３月以上の前納者以外） １１月発送用おもて面 
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送付する控除証明書の様式（１３月以上の前納者以外） １１月発送用うら面 
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送付する控除証明書の様式（１３月以上の前納者） １１月発送用おもて面 
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送付する控除証明書の様式（１３月以上の前納者） １１月発送用うら面 
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送付する控除証明書の様式（１３月以上の前納者以外） ２月発送用おもて面 
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送付する控除証明書の様式（１３月以上の前納者以外） ２月発送用うら面 
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送付する控除証明書の様式（１３月以上の前納者） ２月発送用おもて面 
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送付する控除証明書の様式（１３月以上の前納者） ２月発送用うら面 
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平成３０年に１３月以上の国民年金保険料を前納した場合の 
社会保険料控除について                         （事業推進統括部） 

 １３月以上の前納により納めた国民年金保険料を所得より控除する場合、以下の方法
のいずれか１つを選択していただくことになります。 
 （１）全額を納めた年に控除 
 （２）各年分の保険料に相当する額を複数年に控除（複数年分に分けて申告する場合） 
 
 
 
 
 日本年金機構よりお送りした「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」下部の３
年分３枚の証明書は、切り離さず添付して申告してください。 
 申告額は、①納付済額となります。 
 
 
 
 
 日本年金機構よりお送りした「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」下部の３
年分３枚の申請書のうち、平成３０年分の１枚を切り離して申告にご使用ください。 
 なお、残りの２枚の証明書につきましては、平成３１年、平成３２年の申告時に使用
しますので、大切に保管をお願いします。 
 申告額は、複数年に分けて申告する場合、証明額となります。 
 
【例】 
  口座振替にて２４か月分（平成３０年４月分～平成３２年３月分）377,350円を 
  前納した場合 
 
 ① 平成３０年に控除の対象となる額 
            （平成３０年４月分～平成３０年１２月分までの９か月分） 
   377,350円 ×（ ９か月 ／ ２４か月）＝ 141,507円 
 
 ② 平成３１年に控除の対象となる額 
            （平成３１年１月分～平成３１年１２月分までの１２か月分） 
   377,350円 ×（１２か月 ／ ２４か月）＝ 188,675円 
 
 ③ 平成３２年に控除の対象となる額 
            （平成３２年１月分～平成３２年３月分までの３か月分） 
   377,350円 － 141,507円 － 188,675円 ＝  47,168円 
 
（※） 
 分割して申告をご希望の場合、３年分３回に分けて申告いただき、分割を申告した翌
年に残りの分をまとめて申告することは出来ませんのでご注意ください。 
 上記の例の場合、平成３０年に分割して申告を行った場合（９か月分）、翌年に残り
の年分（１５か月）をまとめて平成３１年に申告することはできません。 
 各年、平成３０年、平成３１年、平成３２年の３年分に分けての申告が必要です。 
 

（２） 各年分の保険料に相当する額を複数年に控除する方法を選択する場合 
    （複数年分に分けて申告する場合） 

（１） 全額を納めた年に控除する方法を選択する場合 
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多言語通訳サービスの周知にかかる協力のお願い 
（相談・サービス推進部） 

 国民年金事業の推進につきましては、日頃よりご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 日本年金機構では、外国人のお客様からの相談に円滑かつ適切に対応するため、平成

２９年１０月から利用可能な年金事務所等を段階的に拡大しながら、通訳サービスを利

用した相談対応を実施してまいりました。 

 本年１０月からは、全国の年金事務所及び下記のコールセンターにおいて、通訳サー

ビスを利用した相談対応が可能となっております。すでに各年金事務所より本誌３０頁

～３１頁の広報用チラシの庁舎内掲示等についてご協力のお願いをさせて 

頂いているところですが、改めてお客様へのご案内についてご協力を 

お願いいたします。 

項 目 具体的な実施内容 

受付時間 ９：００～１７：００（月曜日～金曜日（祝日は除く）） 

利用可能言語 英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 

相談窓口 

 
【窓口相談】 
 ●全国の年金事務所（分室を含む） 
 
【電話相談】 
 ●コールセンター 
 ①ねんきんダイヤル 
 （一般的な年金のお受け取りについてのお問い合わせ） 
  ・0570-05-1165（ナビダイヤル） 
 （050から始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165） 
 ②ねんきん加入者ダイヤル 
 （一般的な年金の加入についてのお問い合わせ） 
 【国民年金加入者向け】 
  ・0570-003-004（ナビダイヤル） 
 （050から始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525） 
 【事業所、厚生年金加入者向け】 
  ・0570-007-123（ナビダイヤル） 
 （050から始まる電話でおかけになる場合は03-6837-2913） 
 

留意事項 

・年金事務所では、通訳サービスを利用した電話相談には対応
しておりません。 

・通訳サービスを利用した一般的な電話相談をご希望の場合は、
上記コールセンターをご案内ください。  
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広報用チラシ（見本） 
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広報用チラシ（見本） 
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イオン銀行の口座振替開始に伴う事務の対応について 
（事業推進統括部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『お届け印』が「①印鑑」による申出書については、通常の申出書と同様に対応して

ください。 

『お届け印』が「②サイン（署名）」による申出書については、本誌３３頁を参考に

対応してください。 

『お届け印』が「③印鑑・サイン（署名）なし」による申出書については、口座振替

の対象外となります。 

  

 詳細な申出書の取扱いにつきましては、年金事務所へお問い合わせください。 

 

 

  

口座開設時のお届け印 

①印鑑 ②サイン（署名） ③印鑑・サイン（署名）なし 

イオン銀行の口座開設 ○ ○ ○ 

国民年金保険料口座振替
納 付 （ 変 更 ） 申出 書 ○ ○ × 

（○：開設・申出可能 ×：申出不可） 

届出印欄（申出書２枚目）の取扱い 

金融機関を「イオン銀行」とした申出書に係る受付について 

 この度、イオン銀行が日本銀行から歳入代理店の承認を受けたことにより、平成３０

年１０月１日（月）から、金融機関をイオン銀行とした「国民年金保険料口座振替納付

（変更）申出書」（以下、「申出書」という。）の取扱いが開始されます。 

 なお、イオン銀行は口座開設時に『お届け印』を「①印鑑」、「②サイン（署名）」

または「③印鑑・サイン（署名）なし」のいずれかを選択することとなりますが、国民

年金保険料の口座振替は『お届け印』が「①印鑑」および「②サイン（署名）」による

ものに限り受付可能とするため、申出書受付時の届出印欄（申出書２枚目）の取扱いに

ついては、以下のとおり、ご対応くださいますようお願いいたします。 
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国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書（２枚目金融機関用） 抜粋 

被保険者氏名および口座名義人が自署であっても、
サイン（署名）が必要です。 
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「ねんきんネット」で「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の 
再交付申請ができます！                            （事業企画部） 

 「ねんきんネット」とは、お客様がご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービス
です。２４時間いつでも・どこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報
の確認や通知書の再交付申請ができます。 
 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の未着や紛失のお客様が窓口にお見え
になられた場合は、年金事務所の案内とあわせ「ねんきんネット」ご利用の案内をお願
いします。 

再交付申請ができる通知書 

※１ 準確定申告用の源泉徴収票は、「ねんきんネット」での再交付申請対象外です。 
※２ 直近にお送りしたもののみが対象です。 

①通知書の再交付申請ができます！ 

 日本年金機構から送付する通知書を「ねんきんネット」の画面上から再交付申請
をすることができます。  
 年金事務所の窓口に来所や電話での依頼をいただくことなく「ねんきんネット」
から２４時間いつでも通知書再交付申請を行うことができます。 
（※再交付した通知書は、機構に登録されているご住所に郵送します。） 

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書 年金額改定通知書 

公的年金等の源泉徴収票
※１ 

支給額変更通知書 

年金振込通知書
※２ 

確認ができる通知書 

※１ 電子版「公的年金等の源泉徴収票」（PDFファイル）をプリントアウトしたものは確定申告の 
   添付書類として使用することはできません。 

②通知書の内容が確認できます！ 

 日本年金機構から送付する年金振込通知書など年金に関する通知書が、ご自宅の
パソコンでご覧いただけます。 
 再交付の申請をいただかなくても通知書（PDFファイル）の保存・印刷ができ、
年金額等の内容の確認が可能です。 

年金振込通知書 年金決定通知書 

年金支払通知書
 

支給額変更通知書 

年金額改定通知書
 

公的年金等の源泉徴収票
※１ 
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③電子版「ねんきん定期便」がご利用いただけます！ 

 毎月誕生月に日本年金機構が郵送している紙の「ねんきん定期便」を、電子版
（PDFファイル）にてご確認いただけます。電子版は、誕生月に郵送される紙の
「ねんきん定期便」より１～２か月程度早く内容を確認できるメリットに加えて、
ダウンロード機能など保存にも便利です。 
 また「ねんきんネット」では、紙の「ねんきん定期便」の郵送停止を登録するこ
とができます。 
 郵送費用削減とペーパーレス化推進のため、「ねんきんネット」をご利用いただ
き、郵送停止の登録をすすめていただきますようお願いします。 
 
※共済組合（国共済・地共済・私学共済）が発行する、ねんきん定期便は電子版
「ねんきん定期便」の対象外です。 
 

 「ねんきんネット」のご利用者様にお届けしていた各種情報をお知らせするメールは、
日本年金機構における情報セキュリティ対策の見直しに伴い、平成２７年６月から配信
を停止しておりました。 
 平成３１年１月以降、お知らせメールの配信を再開することとしましたので、お知ら
せします。 
 なお、再開に先立ち、すべてのご利用者様に対し平成３０年９月から１２月にかけて
順次、再開を案内するメールを配信しています。 

「ねんきんネット」のお知らせメール配信の再開 

「ねんきんネット」に関するお問い合わせは…  

 ねんきんダイヤル（ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号）へ 

 （ナビダイヤル） ０５７０—０５８ー５５５ 

「ねんきんネット」ホームページも併せてご確認ください！ 

               https://www.nenkin.go.jp/n_net/ 

  ねんきん太郎 
「ねんきんネット｣マスコット 
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平成３１年４月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります 
（事業企画部） 

免除期間 

 出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除され

ます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月前から６

か月間の国民年金保険料が免除されます。 

 ※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。 

  （死産、流産、早産された方を含みます。） 

 

産前産後期間の取扱い 

 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の

受給額に反映されます。 

 

対象者 

 「国民年金第１号被保険者」で出産日が平成３１年２月１日以降の方 

 

届出時期 

 出産予定日の６か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。 

 ※ただし、届出ができるのは平成３１年４月からです。 

 

届出先 

 お住まいの市（区）役所または町村役場の国民年金担当窓口 

 

施行日 

 平成３１年４月１日 

 

 
  
  
  
  
  
  
  

  

平成３１年４月から、日本年金機構ホームページから届出用紙をダウンロードできる予定です。
また、記入の方法も併せて掲載する予定です。 

日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/ 

 添付書類について 
  出産前に届出をする場合：母子健康手帳など 
  出産後に届出をする場合：出産日は市区町村で確認できるため原則不要 
              ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び 
              親子関係を明らかにする書類 
  
 個人番号（マイナンバー）により届出を行う際の添付書類について 
  届出者本人が窓口で届書を提出する場合は、マイナンバーカード（個人番号カード）を提示して
ください。 

  お持ちでない場合は、以下の①及び②を提示してください。 
  なお、郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカードの表裏両面または①及び②のコピーを
添付してください。 

  ① マイナンバーが確認できる書類：通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し 
  ② 身元確認書類：運転免許証、パスポート、在留カードなど 

 また、届出の際は、以下の書類をご用意ください。 
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日本年金機構ホームページのＵＲＬの変更について 
（広報室） 

 平成３０年１０月２９日（月）以降、機構ホームページのＵＲＬが、以下のとおり変

更されましたので、お知らせします。 

 

 

 

 

  

  

 機構ホームページの安全性を強化するために、常時ＴＬＳ化（暗号化）を行いました。 

 機構ホームページのＵＲＬをお客様へご案内する際や、市区町村の広報誌等に掲載す

る場合は、ご注意くださいますようお願いします。 

 また、機構ホームページをブックマークされている場合等は、変更をお願いします。 

 なお、平成３０年１０月２９日以降、旧ＵＲＬ（http://～）で、機構ホームページに

アクセスした場合でも、リダイレクトが行われ、自動的に機構ホームページへアクセス

することができます。 

現行 http://www.nenkin.go.jp/～ 

変更後 https://www.nenkin.go.jp/～ 
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～新成人の皆さんへ～ ２０歳になったら国民年金 

広報の広場 
市区町村広報紙の原稿にご利用ください！ 

 国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡
くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。 
 国民年金は、２０歳以上６０歳未満の方は加入することが義務付けられています。 
 ２０歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！ 

保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。 

また、保険料には学生納付特例制度、納付猶予制度の他、免除制度があります。 

国民年金のご相談・お手続きについては、 

市区町村 または 年金事務所 までお問い合わせください。 

 将来の大きな支えになります！ 

 国民年金は２０歳から６０歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。 
 国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯に
わたって保障されます。 

 老後のためだけのものではありません！ 

 国民年金は、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあ
ります。 
 障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。 
 また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持さ
れていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。 

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト 

 「学生納付特例制度」 

 学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、
国民年金保険料の納付が猶予される制度です。 
 対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等
学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）、
一部の海外大学の日本分校に在学する方です。 

 「納付猶予制度」 

 学生でない５０歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場
合に国民年金保険料の納付が猶予される制度です。 
 ※平成２８年６月以前の期間は、３０歳未満であった期間が対象となります。 

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と 

「
納
付
猶
予
制
度
」 
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 昔、農作物の収穫作業を終えた農民が夜遅くに食事をとっていたことから「夜食」

という言葉が秋の季語になりました。筆者も受験生の頃、夜食でおにぎりを作っても

らった思い出があります。秋は１日３食（と夜食）では物足りないくらいに美味しい

食べ物ばかりです。ついつい食べ過ぎないように食生活には十分気を付けたいですね。 

 さて、「かけはし」は、これからも皆様方のご意見・ご要望をいただきながら、さま

ざまな情報を提供していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 
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